
概要

相談や訪問支援の仕組み

■設置主体： 都道府県、指定都市、中核市、保健所政令市、特別区

■法的根拠（精神保健福祉業務に関するもの）：地域保健法及び精神保健福祉法

■財源：一般財源

■精神保健に関する業務：
・地域精神保健福祉業務（精神保健及び精神障害者福祉の業務）の中心的な行政機関
・主に企画調整、普及啓発、研修、組織育成、相談、訪問指導、社会復帰及び自立と社会参加への支援、
入院及び通院医療関係事務、市町村への協力及び連携など、地域住民の精神的健康の保持増進を図る
ための諸活動を実施。

■設置数：494か所＜平成25年4月1日現在＞
■人員配置：医師（精神科嘱託医を含む。）、精神保健福祉士、保健師、看護師、臨床心理技術者、

作業療法士、医療社会事業員、精神保健福祉相談員、事務職等の必要な職員

◆相談
・本人・家族等に、面接・電話等により、保健師・精神保健福祉士等の専門職が相談を行う。
・医師による相談の時間も設けられていることが多い。
・相談内容：心の健康相談、診療を受けるにあたっての相談、社会復帰相談、アルコール、思春期、青年期、認知症等

◆訪問
・本人や家族に対して、保健師・精神保健福祉士等の専門職が、居宅を訪問して支援する。
・説明と同意の下に行うことが原則となっているが、危機介入的な訪問等が必要な場合にも行われる。
・相談内容：医療の継続、受診相談・勧奨、生活指導、社会復帰援助、ひきこもりの相談、家族がかかえる問題等

◆危機介入
・多くの都道府県において、措置通報の受理、措置診察・措置入院の調整や34条移送の審査・実務を担当している。

※利用者の負担は無料である。

地域精神保健業務を担う行政機関 （１）保健所

第６回 精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会

平成２５年１０月１７日 資料４

保健所・市町村が実施した精神保健福祉相談の被指導延人員
（相談内容別） 【平成２３年度】
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概要

■設置主体：市町村

■法的根拠（精神保健福祉業務に関するもの） ：精神保健福祉法、障害者総合支援法

■財源：一般財源

■精神保健に関する業務：

・平成１８年自立支援法施行により、市町村が精神障害者に対する相談支援事業を行うこととなる。

・主に企画調整、普及啓発、相談指導、社会復帰及び自立と社会参加への支援（障害福祉サービス提供体
制の構築及び利用調整、精神障害者保健福祉手帳関係事務等）、入院及び自立支援医療費（精神通院
医療）関係事務などを行う。

■市町村数：1,719市町村〈平成25年4月1日現在〉
（市：789 ［うち、政令指定都市 20市、中核市：42市、特例市：40］、 町：746 村：184）

■人員配置：特に規定はないが、相談支援従事者研修の受講者や、精神保健福祉相談員を配置すること
が望ましいこととしている。

相談や訪問支援の仕組み

◆相談
・精神保健福祉相談の実施については、保健所の協力と連携の下で地域の実情に応じた体制で業務を行う。
・相談内容：障害者総合支援法の障害福祉サービスの利用に関する相談を中心に、精神保健福祉に関する

基本的な相談。
◆訪問
・特に法律等による規定はないが、行政サービスの一環として保健師等の訪問による精神保健福祉に関する
指導・支援が行われている。

※利用者の負担は無料である。

地域精神保健業務を担う行政機関 （２）市町村

精神保健及び精神障害者福祉に関する相談の位置づけ

都道府県

保健所設置市

保健所設置市
以外の市町村

精神保健
福祉センター

精神障害者の福祉に関する

相談に当たって連携を図る
努力義務
（精神保健福祉法第47条第５項）

都道府県が行う事務に
必要な協力を行う義務
（精神保健福祉法第47条第４項）

○ 精神保健に関し、精神障害
者・家族等からの相談に応
じ、指導する努力義務
（精神保健福祉法第47条第４項）

○ 精神保健及び精神障害者の
福祉に関し、精神保健福祉相
談員・医師等に精神障害者・
家族等からの相談に応じさ
せ、指導させる義務
（精神保健福祉法第47条第１項）

○ 医療を必要とする精神障害
者に対し、適切な医療機関を
紹介する義務
（精神保健福祉法第47条第２項）

福祉事務所

その他 関係行政機関

保健所

障害者等の福祉に関し、必
要な情報の提供を行い、並
びに相談に応ずる義務

（障害者総合支援法第２条第１項第
２号）

精神保健 精神障害者福祉

市町村

○ 精神障害者の福祉に関し、
精神障害者・家族等からの相
談に応じ、指導する義務
（精神保健福祉法第47条第３項）
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概要

■設置主体：都道府県、指定都市

■法的根拠：精神保健福祉法

■財源：一般財源＋補助金（特定相談）

■精神保健に関する業務：

・精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための総合技術センター
・主に企画立案、技術指導及び技術援助、人材育成、普及啓発、調査研究、精神保健福祉相談、組織育成、
精神医療審査会の事務、自立支援医療及び精神障害者保健福祉手帳の判定業務などを行う。

■設置数：６９か所（都道府県：４９、指定都市：２０）〈平成25年4月1日現在〉

■人員配置：医師（精神科診療経験を有する者。）、精神保健福祉士、臨床心理技術者、保健師、看護師、
作業療法士、精神保健福祉相談員、事務職員等 （※人院配置はあくまでも標準的な考え方）

相談や訪問支援の仕組み

◆相談

・精神保健及び精神障害者福祉に関する相談及び指導のうち、複雑又は困難ものを行う。
・相談内容：（一般相談）心の健康相談、精神医療に関する相談、社会復帰相談など

（特定相談）アルコール、薬物、思春期、認知症に関する相談

・また、「心の健康づくり推進事業」による相談窓口を設置している。

◆訪問

・一部のセンターにおいては、訪問指導や保健所職員等に対する技術指導・援助としての同行訪問を行って
いる。

※利用者の負担は無料である。

地域精神保健業務を担う行政機関 （３）精神保健福祉センター

精神保健福祉センターにおける相談延人員（相談内容別）
【平成２３年度】
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出典：平成２３年度 衛生行政報告例
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